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仕様書参考資料 

 

1. 構成団体と役割 

 

区分  団体 主な役割 

会員 

地域金融機関 

(株)山梨中央銀行、山梨信用金

庫、甲府信用金庫、山梨県民信

用組合、都留信用組合 

普及啓発、相談窓口の設置、GX

支援サービスの提供 

商工団体 

山梨県中小企業団体中央会、山

梨県商工会連合会、山梨県信用

保証協会、（公財）やまなし産

業支援機構、甲府商工会議所、

富士吉田商工会議所 

普及啓発、相談窓口の設置 

設備工事業者 

（社）山梨県管工事協会、山梨

県電気工事工業組合、（社）山

梨県電設協会、（社）山梨県冷

凍空調設備保安協会 

普及啓発、省エネ診断受診支

援、GX 支援サービスの提供 

県 山梨県 事務局、全体調整、財政支援 

 

2. 将来的に期待される役割と支援の流れ 

 
No 支援機関 内容 

1 

 

 

金融機関 

 

① 日々の営業活動や経営者向けセミナー等を通じた顧客接点を活用し、企業に脱

炭素経営に向けた重要性について認識していただくきっかけを作る。【知る】 

② 相談窓口を設置し、相談があった企業に対して、当該企業の属する業界・取引

先等の情報を踏まえ、外部の支援メニューと連携しながら、事業者の温室効果

ガスの算定から排出量の削減目標設定及び計画の策定、設備投資及び関連する

資金調達まで伴走して支援を行う。【測る・減らす】 

③ 中⾧期的には、外部の支援メニューとして連携する脱炭素コンサルティング機

能の内、排出量の削減目標設定及び計画の策定や設備投資に係る支援（補助金

申請支援）などについて内製化し、可能な限りスムーズな支援が提供できる体

制を整備する。【測る・減らす】 

2 商工団体 

 

① 参画団体向けセミナーの開催や個別支援のきっかけ等を活用し、企業に脱炭素

経営に向けた重要性について認識していただくきっかけ作りを行う。【知る】 

② 企業から脱炭素経営に関する相談があった際は、適宜相談窓口と連携して支援

を行っていく。（必要に応じて相談窓口に橋渡し） 

③ 金融機関や行政と連携しながら、中小企業が脱炭素に取組むインセンティブに

なる融資メニューを提供する。（※信用保証協会）【減らす】 
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3 設備業界

団体 

① 設備の点検や更新時に顧客接点を活用し、企業に脱炭素経営に向けた重要性に

ついて認識していただくきっかけを作る。【知る】 

② 企業から脱炭素経営に関する相談があった際は、適宜相談窓口と連携して支援

を行う。（必要に応じて相談窓口に橋渡し） 

③ 相談企業の業態・業種を考慮しながら、企業の省エネ・再エネに繋がる提案を

行うと同時に、設備投資に関連する業務を担う。【測る・減らす】 

④ 中⾧期的には、外部の支援メニューとして連携する脱炭素コンサルティング機

能のうち、設備投資に係る支援（補助金申請支援）や省エネルギー診断の提供

について内製化し、可能な限りスムーズな支援が提供できる体制を整備する。

【測る・減らす】 

4 行政 ① 各支援機関の普及啓発活動のために参考となる情報の収集・提供に加えて、自

らも必要な情報発信を継続して実施している。【知る】                                                                                                                             

② 中小企業が脱炭素に取り組むインセンティブとなる制度について提供する。

【減らす・情報公開】 

③ 支援機関が連携して効果的な支援メニューを提供できるよう、全体のコーディ

ネートを行う。（コンソーシアムの事務局） 

 

 

 
 

 

 

支援機関による支援
（支援Level.1）

金融機関
（営業部署・支店等）

商工団体

設備工事業者

県内中堅・中小企業

相談

【知る以降】
・脱炭素支援
メニューの紹介
等

金融機関
（専門担当者）

相談窓口との連携
【深い支援が必要でない場合】
・相談窓口と連携して簡易スクリーニングを
実施後、支援メニューを提供
【より深い支援が必要な場合】
・相談窓口へ橋渡し

支援結果の共有

【測る・減らす】
・より詳細なスク
リーニング
・脱炭素支援メ
ニューの紹介
・融資実行に係る
支援

支援メニューの提供

脱炭素支援メニュー

排出量見える化ツール

省エネルギー診断

GHG削減計画策定支援

補助事業申請支援

ソリューション事業者

行政

山梨県

金融機関
信用保証協会

メニュー提供事業者へ取次
※一部は支援機関が担っていくことを想定

専門窓口による支援
（支援Level.2）

【インセンティブ設計】
・補助金・優遇融資等
の支援メニューの提供
・表彰・認定制度等のイ
ンセンティブ

報道機関

【知る】
顧客接点や商工
団体・業界団体
等を巻き込んだ
プッシュ型アプロー
チの強化

・報道機関との
連携を通じた
発信力向上
・経営テーマと
してのGXをトレ
ンド化

支援の全体像

【支援側の支援】
・全体コーディネイト
・支援側の体制整備
に必要な支援
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3. 今後目指す人材のイメージ 

以下のとおり、隔年でステップアップする人材育成と、支援の裾野拡大に向けた人材

育成を並列して実施していく予定（知識レベルは、環境省認定資格「脱炭素アドバイ

ザー」の認定レベルを指す） 

対象 R7 R8 R9 

金融機関 

(コア 

メンバ

ー）※1 

【知識レベル】 

アドバンスト 

 

【到達レベル】 

外部企業と連携して伴走支

援できる 

【知識レベル】 

アドバンスト 

 

【到達レベル】 

専門的な脱炭素コンサルテ

ィングサービスを提供 

【知識レベル】 

アドバンスト～ 

シニアアドバイザー 

【到達レベル】 

より専門的な脱炭素コンサ

ルティングサービスを提供 

金融機関 

(営業 

職員）※2 

【知識レベル】 

ベーシック 

 

【到達レベル】 

GX の重要性や取組概要に

ついて、営業活動において

顧客に説明できる 

【知識レベル】 

ベーシック～ 

 アドバンスト 

【到達レベル】 

①営業人材の拡充 

R7 に育成した水準の営業

人材を拡大 

【知識レベル】 

ベーシック～ 

 アドバンスト 

【到達レベル】 

①営業人材の拡充 

R8 に育成した水準の営業

人材を拡大 

②支店コア人材の育成 

支店にもコアメンバーと同

水準の人材を配置 

商工団体 【知識レベル】 

ベーシック 

【到達レベル】 

会員企業に GX の重要性に

ついて PR できる 

初年度で身につけた知識・

スキルを活用し、セミナー

開催等を通じた会員企業へ

の働きかけを継続 

初年度で身につけた知識・

スキルを活用し、セミナー

開催等を通じた会員企業へ

の働きかけを継続 

設備工事

業者 

【知識レベル】 

ベーシック 

【到達レベル】 

一人で省エネルギー診断を

提供できる 

 

【知識レベル】 

ベーシック 

【到達レベル】 

①ミドルレベル人材の育成 

省エネお助け隊の省エネル

ギー診断を提供できる 

 

②省エネ診断人材の拡充 

R7 に育成した水準の人材

を拡大 

【知識レベル】 

ベーシック 

【到達レベル】 

①ハイレベル人材の育成 

「エネルギー診断プロフェ

ッショナル」資格を取得可

能な知識・ノウハウを持つ 

②省エネ診断人材の拡充 

R8 に育成した水準の人材

を拡大 

※1…主に 2 の No.1②③を担う人材 

※2…主に 2 の No.1①を担う人材 


